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条 例 案 の  概  要 

議案第４１号 幸手市職員の育児休業等に関する条例及び幸手市職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

(1) 幸手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

ア 育児休業の取得回数制限の緩和等 

      育児休業の取得回数制限が緩和され、原則２回まで育児休業を取

得できるようになることに伴う規定の整備 

(ｱ) 育児休業の取得が原則２回までできるようになり、育児休業等 

計画書の申出は不要となることから、関係規定を削除するもの 

(ｲ) 引き続いての採用又は更新による再度の育児休業について、非 

常勤職員と同様に任期付職員も含めて取り扱うようにするもの 

（第１条中第３条関係） 

イ 非常勤職員の子の出生後５７日以内の育児休業の取得要件の緩和    

非常勤職員の子が１歳６か月に達する日までに任期が満了し、引

き続いて採用又は更新の見込みを満たすことで育児休業を取得でき

る要件について、子の出生後５７日と６月を経過する日までと緩和

するための規定の整備 

（第１条中第２条関係） 

ウ 非常勤職員の子の１歳以降の育児休業の取得の柔軟化 

(ｱ) 非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が１歳６か月到達

日とする要件について、夫婦交替での取得や、特別の事情がある

場合の柔軟な取得を可能とするための規定の整備 

(ｲ) 非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が２歳に達する

日とする要件について、(ｱ)と同様に、夫婦交替での取得や、特

別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とするための規定の整

備 

(ｳ) (ｱ)の改正に併せ、非常勤職員の子が１歳以上の期間における

育児休業の取得要件を確認しない場合の要件を定めるもの 
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（第１条中第２条、第２条の３及び第２条の４関係） 

エ その他所要の規定の整備 

（第１条中第３条の２及び第９条の２関係） 

(2) 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正 

育児参加のための休暇の対象期間の拡大 

育児参加のための休暇について、その対象期間を産後８週間を経過

する日までを子が１歳に達する日までに拡大するための規定の整備 

（第２条中第１４条関係） 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

    令和４年１０月１日 

 (2) 経過措置    

    この条例の施行日の前に任命権者に対して育児休業等計画書を提出

することにより育児休業を申し出た場合の適用については、なお従前

の例による。 

議案第４２号 幸手市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の

条例  

１ 内  容 

  地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年の引上げ等に関し必要な

事項を定めるとともに、関連条例の一部改正及び廃止をするもの 

(1) 幸手市職員の定年等に関する条例の一部改正 

ア 定年の引上げ 

職員の定年を段階的に引き上げ、６０歳から６５歳とするための

改正 

令和 ５年４月１日から令和 ７年３月３１日まで ６１歳 

令和 ７年４月１日から令和 ９年３月３１日まで ６２歳 

令和 ９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３歳 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４歳 

令和１３年４月１日以降 ６５歳 

（第１条中第３条及び附則第３項関係） 
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  イ 管理監督職勤務上限年齢制の導入 

管理職手当を支給される職員を管理監督職とし、管理監督職勤務 

上限年齢の６０歳に達した職員については、翌年の４月１日までに 

管理監督職以外へ降任させる規定を追加 

（第１条中第６条、第７条及び第８条関係） 

ウ 定年前再任用短時間勤務制の導入 

６０歳に達した日以後に退職した者を定年退職日相当日（アの定年 

に達した日後における最初の３月３１日）に達するまでの間、短時間 

勤務の職に採用することができる規定を追加         

（第１条中第１２条関係） 

エ 情報提供・意思確認制度の新設 

職員に６０歳以後の任用、給与等に関する情報を提供し、６０歳

以後の勤務の意思を確認する規定を追加 

（第１条中附則第４項及び改正附則第１１条関係）

(2) 幸手市職員の再任用に関する条例の廃止と暫定再任用制度 

定年の引上げに伴い、現行の再任用制度を廃止し、定年を引き上げ

る間は、現行と同様の暫定的な再任用制度を措置する規定を追加 

  （第１２条及び改正附則第３条関係）

(3) 幸手市職員の給与に関する条例の一部改正 

職員が６０歳に達した日後における最初の４月１日以後の給料月額

は、職務の級及び号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額と

する（以下「給料月額７割措置」という。）規定を追加 

                （第５条中附則第１８項関係） 

    (4) 職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正 

給料月額７割措置を条例による降給と位置づける規定を追加 

（第２条中附則第２項関係） 

  (5) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正 

     減給処分の期間中に給料月額７割措置の適用を受けることとなった 

場合は、減給額の上限を、措置適用後の額の１０分の１に相当する額
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とする規定を追加 

（第３条中第３条関係） 

(6)  その他の関係条例の一部改正 

地方公務員法の一部改正に伴う引用条項の整理、再任用制度の廃 

止に伴う用語の整理等その他所要の改正に係る条例の一部改正 

ア 幸手市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正   

                           （第４条関係） 

イ 幸手市職員の育児休業等に関する条例の一部改正       

   （第６条関係） 

  ウ  幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正 

     （第７条関係） 

 

エ 幸手市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正      

（第８条関係） 

  オ 幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 

     （第９条関係） 

カ 幸手市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正 

  （第１０条関係） 

キ 幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

    （第１１条関係） 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日（上記内容１(1)エの令和５年度中に６０歳に達する

職員に対する情報提供及び意思確認に関する規定については、公布の

日） 
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議案第４３号 幸手市議会議員及び幸手市長の選挙における選挙運動用自 

動車の使用等の公営に関する条例及び幸手市議会議員及び 

幸手市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条 

例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部改正に伴い、選

挙運動に係る公費負担の限度額を国に準じて引き上げるもの  

 (1) 選挙運動用自動車の使用の公営 

           改正前（日額）    改正後（日額） 

ア 自動車の借入れ １５，８００円 →  １６，１００円 

イ 燃料代      ７，５６０円 →   ７，７００円 

（第１条中第４条関係） 

(2) 選挙運動用ポスターの作成の公営 

           改正前        改正後 

ア 印刷単価     ５２５円６銭 →  ５４１円３１銭 

イ 企画費    ３１０，５００円 → ３１６，２５０円 

（第１条中第９条関係） 

(3) 選挙運動用ビラの作成の公営 

           改正前（１枚当たり） 改正後（１枚当たり） 

７円５１銭 → ７円７３銭 

（第２条中第４条及び第５条関係） 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日  公布の日  

(2) 適用区分  施行の日以後その期日を告示される選挙から適用 
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議案第４４号 幸手市手数料条例等の一部を改正する条例 

１ 内  容 

 (1) 建築基準法の一部改正に伴う引用条項の改正 

              （第１条中別表４３の項及び５２の項関係） 

(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号）の一部改正に伴い長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料の額

を定めるもの 

（第１条中別表５９の項及び６１の項関係） 

(3) 幸手市手数料条例の一部を改正する条例（令和３年条例第２８号）

で制定した別表５９の項から６２の項までの改正規定に係る経過措置

の効力についての期限を設定するもの 

                   （第２条中附則第３項関係） 

２ 施行期日 

 (1) 上記内容(1)の改正規定 公布の日 

 (2) 上記内容(2)の改正規定 令和４年１０月１日 

 (3) 上記内容(3)の改正規定 令和５年２月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


